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健診当日の特定保健指導の実施について（お知らせ） 
 

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申しあげます。 

平素は当健保組合の事業運営に格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。 

さて、特定保健指導については例年 10月頃にご案内していましたが、健診から時間が経

過し、あらためて面談時間を確保することが困難な場合も多いことから、健診の結果等に

基づき、特定保健指導の対象となられた場合、健診当日に面談を実施することといたしま

した。平成 30 年度は、「みやぎ健診プラザ」での健診について先行実施し、今後拡充して

参ります。 

特定保健指導は、糖尿病や高血圧症などの生活習慣病予防のため、対象者ご本人と保健

師・管理栄養士が毎日の暮らしの中で「続けられそうな生活改善」を一緒に考え、その実

践を後押しする取り組みです。生活習慣病のリスクに応じて「動機付け支援」「積極的支援」

の 2つのコースがあります。どちらも面談後一定期間、保健師等がフォローいたします。   

特定健診・特定保健指導の実施は、健保組合をはじめとする保険者の義務とされており、

その取り組み状況によっては、健保組合が国に納付する「後期高齢者支援金」の額が増減

される場合があります。 

健診や保健指導はみなさまの健康づくりに役立つとともに、健保組合の財政にも影響を

与えますので、その受診につきましてあらためてご理解とご協力をお願いいたします。 

 

○みやぎ健診プラザでの健診時に生活習慣病リスクが高い方へ「面談」を実施します。 

○健診の結果、特定保健指導の対象となった「40・43・46…以降 3 歳刻みの方」が健診当日面談の対象です。 

○保健指導(面談など)の費用は健保組合が負担いたします。 

○事業所訪問による面談も可能ですので、ご相談ください。Tel 022-235-5896 

 

 

◇健診当日の流れ(例) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♥特定保健指導で健康リスクの高い方をフォローします 

特定健診を受けた人の中で生活習慣病のリスクが高い人には、専門家と相談 

しながら改善していく「特定保健指導」で健康を守るお手伝いをします ! 
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情報提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇特定保健指導の概要 

○動機付け支援 

 

 

○積極的支援 

 

 

ステップ 1 

【腹囲】 

➊ 男性 85cm以上 

➊ 女性 90cm以上 

または 

➋ 男性 85cm未満 

➊ 女性 90cm未満で 

BМIが 25以上 

ステップ 2 

✔CHECK 

□【血圧】収縮期 130mmHg以上または 

□【血圧】拡張期 85mmHg以上 
 

□【脂質】中性脂肪 150mg/dl 以上または 

□【血圧】HDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 40mg/dl未満 
 

□【血糖】空腹時血糖 100mg/dl以上 または 

□【血圧】HbA1c5.6%以上（NGSP値） 
 

□【喫煙】喫煙歴あり 

（他のリスクが 1つ以上ある場合にカウント） 

ステップ 1が➊の場合 

ステップ 2のリスク数が 

2 個以上  積極的支援 
 

1 個  動機付け支援 
 

0 個  情報提供 

 

ステップ 1が➋の場合 

➊ ステップ 2のリスク数が 

3 個以上  積極的支援 
 

1～2個  動機付け支援 
 

0 個  情報提供 

 

 

9:30結果説明 

9:45初回面談 

10:30初回面談終了 

7:30健診受付 8:00健診開始 9:00健診終了 

初回面談 

最終アンケート 
(3ヶ月または 
6ヶ月後) 

初回面談 電話サポート 中間面談 

健診の結果、対象となら

れた方に特定保健指導に

ついてご説明し、面談の

勧奨をいたします。 

みやぎ健診プラザの個室の

面談室で面談を行います。 


